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１、新年ご挨拶 

 厚生労働省の実態調査によれば、パワ

ハラ相談窓口を「設置している」企業が全

体の7割以上だそうです。しかし、その一

方で、実際にパワハラを経験した労働者

の35％以上が「相談窓口に相談していな

い」。さらに驚くべきことに、相談や報告を

受けた勤務先が「何もしなかった」と判断さ

れるケースがパワハラで53.2％、セクハラ

で42.5％もあることが明らかになりました。 

 相談窓口の設置は、法律上のコンプライ

アンス要件を満たします。しかし、「使われ

ていない」または「使っても実効性がないと

判断される」窓口に意味はあるでしょうか。 

 

 

  

 重要なのは、「相談した後に本当に解決

するのか」「訴えが真摯に受け止められるの

か」という窓口への信頼です。窓口へ相談

後のプロセスが不透明だと、被害者は利用

を躊躇します。結果として問題は潜在化、

職場環境は悪化し、やがて労働紛争や訴

訟へと発展するリスクが高まります。 

 相談窓口は、形式的なものではなく、職

場を改善するための実質的なツールとして

機能させたいものですね。 

 

【厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査 

結果概要」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/ 

001259093.pdf 

 ＝ 今年の目標 ＝ 

 新しい年の幕開けです。

皆様は今年の目標などを

立てておられますか？当

法人では、毎年、年始の

朝礼で、スタッフ全員が

今年の個人目標を発表し

ています。資格試験への

チャレンジなど仕事に関

することもあれば、プライ

ベートな目標もあり、みん

な様々です。 

 私の個人的な今年の目

標は、1年間健康に過ご

すこと。しっかり働き、楽し

み、美味しいものを食べる

メリハリのある日々を過ご

したいです。 

 ちなみに、昨年末の忘

年会は「しゃぶしゃぶ」で

した。お肉ですが少しヘル

シー。お腹も心も温まり、

みんなで楽しいひと時を

過ごすことができました。  

 1年後の年末も、みんな

で元気に忘年会ができる

ようにしたいと思います。 

（川東） 

２、「あるのに機能していない」？ハラスメント相談窓口  

 新年あけましておめでとうございます。 

今年も無事に新しい年を迎えることができ

ました。皆様に感謝申し上げます。今年は

例年より年末年始の休みを長くいただきま

した。スタッフ一同、新たな気持ちで、気を

引き締めて仕事に取り組んでいきます。本

年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、令和８年今年の干支はご存知の

「丙午（ひのえうま）」です。「丙」は十干

（じっかん）の３番目で「大地から芽が出て

葉が広がった状態」という意味です。陰陽

五行説では火性の陽にあたり、太陽や火

の強いエネルギーを表すのだそうです。 

 「午」は十二支の７番目「馬」を表します。

「スピード」「行動力」「勢いや力強さ」に加

え、「正午」は太陽が一番高く上る時間であ

ることから、「勢いや運気が最高潮に達して

いる状態」を指すそうです。 

 つまり、今年は、エネルギッシュで運の強

い年であるといえますね。 

 新しい一年が、皆様にとっても大きく成長・

発展する年になりますよう、心よりお祈り申し

上げます。 
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＝季節のコラム＝ 

 ２０２６年は午年。去年は

『馬車馬のように働く』が注

目されましたが、今年はどう

でしょう。 

 人類が旧石器時代からウ

マを捕食し、毛皮を利用し

ていたことは、よく知られて

いますが、日本へは４世紀

頃から朝鮮半島を経て、馬

の輸入が始まったようで

す。奈良県には『生駒山』と

いう山がありますが、その名

前の由来の一つは、船旅で

弱った馬を河内の山に放し

てみたところ、「勇み気負っ

て、病気だった駒も生き

返った」という伝説からだそ

うです。 

 『馬車馬のよう』という形

容は、もともと神経質な馬

に「ブリンガー（目覆い）」を

付けることで、前だけを見て

進む様子のこと。そのように

“周囲に惑わされずに目の

前のことに集中する”年にし

たいものですね。  (鹿島) 

３、道路交通法の改正により自転車にも青切符  

◆４月から自転車にも「青切符」制度導入 

 道路交通法の改正により、2026年４月か

ら自転車の交通違反に「交通反則制度」

（いわゆる「青切符」制度）が導入されます。 

 青切符は自動車の交通違反の際に広く

行われている違反処理の方法で、今までは

自転車には導入されていませんでした。 

 これまでは自転車の交通違反が検挙され

ると、いわゆる「赤切符」（飲酒運転など特

に悪質性・危険性が高いものに適用）等を

用いた刑事手続による処理が行われていま

したが、青切符の導入により手続的な負担

を軽減するとともに、違反者に前科がつくこ

とをなくしつつ、実効性のある責任追及が可

能となるものとされています。 

 

◆青切符により検挙される違反例 

 青切符により検挙される違反の一例とし

て、信号無視（反則金6,000円）、一時不

停止（同5,000円）、携帯電話使用（同

12,000円）、制動装置（ブレーキ）不良（同

5,000円）等が挙げられます。 

 青切符導入後も、自転車の交通違反に

対しては基本的に「指導警告」を実施し、交

通事故の原因となるような、「悪質・危険

な違反」は検挙の対象とするとされてい

ますが、検挙の対象が広がったことで、

自転車の交通違反については取締りが

強化されることになります。 

 

◆従業員への周知を 

 自転車を利用している方は、個人とし

て今回の改正内容について知っておくべ

きですが、万が一、業務上で自転車を利

用していて重大事故が起こった場合な

ど、企業に使用者責任が問われるケー

スも想定されます。自転車の交通違反

への取締り強化が進んでいますので、ぜ

ひ今回の改正を機に従業員にご周知く

ださい。 

 

【警視庁「道路交通法の改正について】 

https://www.keishicho.metro.tokyo. lg.jp/

kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html 
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４、今月のおすすめ本 
 「信念をもって生きること」はとても素晴

らしく、強く憧れます。いつの時代でも、

揺るがない信念を持っていたいですね。 

 時代は違うものの、とても勉強になる

一冊です。（川東） 

 新年を迎え、今年の１冊目としてご紹介

する本は「それでも陽はまた昇る」（著者：

伊藤 祐靖 出版：ハルキ文庫）です。こ

ちらは小説ではなく、実際にあった話を息

子である著者が書かれたものです。 

 過酷な現実に打ちのめされながらも、再

び歩み出す力を静かに問いかける一冊で

す。戦前から戦後にかけて時代に翻弄さ

れながらも、主人公の均（著者の父親）は

強い意志を持ち、また、とてつもない発想

で生き抜いていきます。今では考えられな

いような時代です。特に戦後は、生きるこ

とが大変だったのですね。 

 


